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令状審査票

令状ﾁｪｯｸ診一卜

各種書式

（庁内HPにも掲載)の『I が使
用できない場合の事件処理について｣を参照

二も掲載)の『I が使
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1立件

で立件すべき事件は、
緊急時用事件簿(紙帳簿)を使用して立件する。

2各帳票の作成

勾留･接見禁止｡被疑者国選は、

被疑者国選の手書き用書式は、
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令和5年度当直事務等説明会用資料
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1当直の令状処理態勢

■平日夜間(書記官･事務官 ）

午後5時から翌午前8時30分まで

■;休日昼間

譲騨赫煎.晴.雌椛購。
＞

＞

＞

■休日夜間(魯記官･事務官 脚
午後5時から翌午前8時301分まで

〈洞

状 編

千葉地裁刑事訟廷

ー

3主な令状関係事件

(勾留請求事件を除く）

な令状主8
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2令状当番裁判官
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1令状
'延長

i状(勾留に代わる観護措置）
'執行停止

'取消
,等禁止一部解除

萱令状等事務処理ﾏﾆｭ認!f(勾留請求事佛を曝）
予内HPに掲載：
伏誘ｴｯｸｼｰﾄ（

ー
! → 保釈マニュアル

浬告 →準抗告ﾏﾆｭｱﾙ（

他(起訴状）

■ の｢時間外令状当番表｣に記載されて
いるとおり

口鶴騎蕊雲謙鍵晦辮謎謬識て
藪網辮識背離瞥鵠謹謹鰯謹灘。
■応援裁判官の肩書きは当番裁判官に合わせる。

■R3.4. 1喋降､祝休日におし玩ば‐翌日が朧日で＼か

蕊襄態潔･印裁鵬の場合I書ば､禅蝿

観護
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4－2一般令状処理

（請求書の受領）

状■■■■■■

4－1一般令状処理(連絡）

■原則24時間受け付ける造

※予告の電話(夜間は到着1o分前〉がある。

■警察から令状請求の予告電話があったら､令状の
種別､請求予定時刻等を聴取し､当番裁判官へ連
絡する(深夜を除く)。

■午後5時以降に受け付けたものは原則として夜間
の当番裁判官が処理する。

哩鶉躍蕊蕊溌澪灘盲欝
確認しておく。

国難蕊繼蟹識塞蕊ﾁ型ｸする｡請求

｡謹翰溌蕊謬繍総蕾雰
も確認する。)｡．

け付けたものは原則として『ヨ
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令和5年度当直事務等説明会用資料

4－4 一般令状処理

（処理帳簿）

－4 －m4－3一般令状処理

（受付･立件）

｡讓譲鵜鶴義攝譜する令状請求事件簿
■東京

簔蕊騨蓋蕊繧蕊鑛鰯検捜
理す

※地裁処理を要する場合で当日の担当裁判官が簡易裁判所
判事の場合は､地裁の肩書きで処理できる刑事部の裁判官
が在庁しているか探す"在庁していない場合は､その日の夜
間当番裁判官や に在住する裁判官に依頼毒ること
となる(旧当直事務の手引j別紙第6参照)｡

※擬浜税関壬葉税関支署請求の場合は､千葉簡裁、
千葉地裁に管轄がある6

に合致する令状請求事1■受付印

■受付

■受理時刻の記載(緊急逮捕）

■令状請求事件簿登載(簡裁又は地裁)､事件番号
記載(簡裁｢る｣､地裁｢む｣）
■簡裁と地裁の帳簿を間違えないこと
■緊急逮捕状については心事件簿の備考欄に受付時
刻と発付時刻を記入

刻の記載（

求事件簿§

ー

4－5一般令状処理
（請求書の審査）

■令状審査票に基づき審査する(令状1通につき1通
使用する）

鳳霊溌照鶏継銭響勉副壁
画累愚還蒲の場合､特に逮捕･引致の年月日時璽場所
の記載もれに注意

4－6一般令状処理
(起案･起案令状の審査）

処5 －

請求書

■ か｢手書き｣で作成

■令状への庁印の押捺は不要(H30121から）

画逮捕状(通常･緊急)以外は請求書を引用しない扱
い

■,令状用紙を間違えないこと

■』令状ﾁｪｯｸシート等の活用

■起案令樵の審査(令状審査票を使用）

■起案した令状､請求書､審査票をｸﾘｱファイルに入
れ､捜査資料と共に裁判官に提出

ー

エックシート等の

〕

入’

|－

L 』

■

4－7一般令状処理

（事後審査）

般令状処理4－8 －－8 －ﾛ■■■■■■

(請求者への交付）

■発付された令状と捜査

交付の際､必ず面前で

■'逮捕状以外の令状(捜
請求者Iこ返還する(講

■1令状請求事件簿に受制

■令状審査票､逮捕状諾

発付された令状と捜査資料を請求者に交付する

交付の際､必ず面前で指差し確認を実施する

逮捕状以外の令状(捜索差押等)の請求書原本も
請求者iと返還する(請求書謄本の提出は不要）

令状請求事件簿に受領印を受ける‘

令状審査票､逮捕状請求書謄本､返還令状は令状
関係書類引継簿に記載して引き継ぐ

資料

指差

斗を請求

皇し確認

誹
塞
交
施■裁判官から発付された令状を受け取ったら､令状審

査票に基づいて事後審査する

特に､押印､契印漏れがないか注意

※令状を起案した職員とは別の職員が行う。

■夜間執行許可の押印漏れに注意

求書原

｜
I
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令和5年度当直事務等説明会用資料

4－9一般令状処理
（却下･撤回）

4-1 0 処理上注意すべき令状

Ｉ

■緊急逮捕､強制採尿､強制採血
要急で処理する。

■税関からの臨検捜索差押請求(管轄に注意）

､／東京税関成田税関支署からの請求は､必ず千葉
地裁名義で処理(関税法121条）

■｢却下｣、｢撤回｣共通の処理
γ捜査資料､請求書原本を返還し､受領印をもらう。
､/帳簿結果欄｢発付｣を抹消し｢却下』又は『撤回』と記載

､'静擬辮蹴謙蟻祷總月o日却下｣又
■却下の場合…請求書原本余白に

本件請求を却下する。
令和●年●月●日

干議擦簸“印
■緊急逮捕状は､逮捕の追認であるから撤回はない。
要件を満たさない場合は却下することになる

からの請求は､千葉簡裁、
｝'ロ

;ないので、

浜

ヴ
ゾ

千葉地裁にも管轄がある。

、で作成できないので、
・使用して作成

Ｉ

ｰ

I 2当番裁判官が

理できない場合

1当番裁判官が

理できない場合

当番5－5－

処 処
■令状当番裁判官が処理できない場合の例

当番裁判官が簡裁判事のときに次の事件を処理する必
要がある場合

ゾ 東京税関成田税関支署からの関税法に基づく令状請
求

､′地裁の裁判官がした被疑者についての接見等禁止決
定に対する接見禁止一部解除請泰

謬線譲蕊騨嫌醤識鶏壹瀦瀧零
など

一 次の順位により処理可能な裁判官を探す

■令状当番裁判官

当番裁判官が簡身

次の順位により処理可能な地裁裁判官
依頼する

部の裁判官､②当該日の夜間当番裁判
蝉護り宣亀製降り順j壌嵯'し型さ

■5－1'の場合､獣
を探し､処理を掴

①在庁する刑事部
官､③当該日の応！

－1〃､+旦全

が簡裁判事の

｢在庁時間外の令状事務処理基準1(5)･当直事務の手引
別紙第6｣を参照

定

1

※ 保護許可状等､簡裁名義で処理する必要があり､当
番裁判官が簡裁発令のない裁判官である場合の順位に
ついても､｢当直事務の手引別紙第6(在庁時間外の令
状事務処理基準1(5))｣を参照
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6 勾留
※3連休以上の連休

■『当直用令状等事務処理マニ

四請求書に受付印を押し、
－ 全匹Q8m0 ー す－＝~ グ ー 孟面△ロロ｡｡÷ E-nと、国

6 勾留延長
※3連休以上の連休の指定された日

当直用令状等事務処理マニュアル｣を参照

家書に受付印を押し、 ー~一■

;判官に記録(勾留状添付)を提出する。

:鎌:灘藍繍j蕊鰯壌枚目の理
濡鍔鵠簿鰯鶏管書記官記名印､職印
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令和5年度当直事務等説明会用資料

Ｆ

7起訴状の受理

当直時間内に検察庁から起訴状が提出された場合

■受付印を押す。

※起訴状原本､添付されている起訴状謄本､起訴状
写し(2～4通)全てに受付印を押す6

※逮捕状､勾留状､国選弁護人選任通知書写しなど
の付属書類は押印不要

■当直訴訟書類受付簿に記載し､総務課を経由して
翌開庁日に地裁又は簡裁に引き継ぐ。

…
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１
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１
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令和5年度当直事務等説明会用資料

参照する主なマニュアル等

■〈当直用>勾留事務処理マニュアル

※勾留期間延長については､『当直令状等事務処理ﾏﾆｭｱﾙ｣に記戴

■接見等禁止請求がある場合の謄本作成･交付方法
一一一 一 一____三一

■

マニュアル

■， マニュアル(勾留･接見等禁止）

■ 勾留見本記録

勾留請求事務 編

千葉地裁刑事訟廷 ’
＝や

’いずれも庁内ホームページに掲載。

ー
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準1－1勾留事務の処理態勢

《通常》

■裁判官 名､書記官 名(1班､2班)､事務官
名で対応

《応援》

■勾留請求予定件数や被疑者国選の未処理
件数が一定の件数に達したとき'二発生
① 裁判官及び書記官の応援が発生
② 書記官のみ応援が発生

日
。

’一

１
－

ー

2勾留請求予定人数

■前日午後4時半ころ､検察庁から勾留請求予定表
が送付される。

土曜の日直…金曜日に刑事訟廷から連絡がある。

日曜の日直.､前日の当直員から引き継ぎを受ける。

■日直当日､裁判官に勾留請求予定人数を伝え､勾
留請求予定表を渡す。

図翌日が休日の場合は､応援発生の有無を確認して、
翌日の応援の裁判官及び書記官に､登庁の要否と
勾留請求予定人数(勾留莚長含む)･被疑者国選未
処理件数を連絡する。

時半ころ､検察庁か
る。
ロ 八、壺 貢r－TnB幸 ＝"宜子一J

直､､前日の当直員から引きボ

､裁判官に勾留請求予定

’

1

件 数

勾留購求予定 被疑考国選未処理

応援担当者登庁の要否

書記官 裁判官

幽議蕊
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3－2接見等禁止請求書の受理

地裁(む）簡裁(る）
■勾留請求に付随して接見禁止の請求があっ
た場合は、 蚕事務処理をする。

〉決定書1通と謄本3通(被疑養検察庁×塾が 。

驚諭鰄鵠鶴瀧*蝿誤鰡
じて 。

3－2接見等禁止請ヨ

地裁(I

･勾留請求に付随して鯛た場合は、
〉決定書1通と謄本3通(被疑者寺検察庁

3－1勾留請求書の受理

地謝む）簡裁(る）
．受付印を押し､受付時刻を記入する。
★逮捕から検察官送致まで48時間以内

★検察官受取時から勾留請求まで24時間以内
★逮捕から勾留請求まで72時間以内

■ 竃事務処理をする。
★勾留､接見等禁止､勾留延長け で事務処理をする。
※検察庁等から､被疑者が新型ｺﾛﾅウイルスに感染している､又
は､感染の疑いがあるとの連絡を受けた場合にば､裁判官の指示
により､ｺﾛﾅ対応による勾留質問を行う｡

（詳細は馳裁刑事訟廷からの連絡事項｣中の『新型ｺﾛﾅウイル
スに感染している､又は､感染している疑いのある被疑者の勾留
質問について｣を参照のこと｡）

リ簡裁（裁(る絶

〉少年の場合で､両親が離婚するなどして､親権者となってい
る者が『父｣または『母｣のみの場合は､除外されているのが
誰かよく確認する。

※例1「親権者たる父母』の｢父｣を削除
例2『親権者たる父母｣のF親権者たる』を削除

》｜鋤郷
や
少
－

１
‐
Ｉ
脾
ｌ
Ｌ

＝

F

少年法改正について
(R4.4. 1施行）

4勾留状等の起案留状等－33

4．4．1
一 一 一

■従前は､罰金以下の刑に当たる犯罪の場合は､司法警察員から画妾家
庭裁判所へ送致され､検察官から勾留請求さ稻垂ほな詠ったが(41
条)､今回の改正により､1B歳､19歳の少隼(特定少静については､検
察官からの勾留請求が可能となった(67条1項ｿ。

ただし､1B歳末満の少年についてIま､従前どおり司法警察員から直接
家庭裁判所へ送致されるため､検察官から勾留請求されることはないの

で要逹章a

西成年年齢が引き下げられたため､特定少年については親権者が観念で
きなくなり､2条から『成人』の定義が削除されたため､裁判官に相談のう
え接見等禁止決定の文言を修正する必要ありる

（例)｢被疑者の親権者たる共母』→『被疑者の父母」
F成人に達したときは｣→｢20歳に達したときは」

■勾留状への庁印の押捺は不要

る共f

:｣→『

奇の父

たとき

|‐ ．－

L 』

｜

’
6開錠｡施錠5勾留状等点検→記録を裁判官へ

① 勾留状､勾留事務チェック簿一卜
勾留状用紙2枚に被疑事実の要旨を合てつし勾留状を作成

する。

※別添写真の男(女)の場合､写真は末尾に添付する。
ﾁｪｯｸシートの事前審査梱の内容を確認し蕊チェックする。

②接見禁止等請求書と接見禁止決定書原本
（接見禁止等請求付きの場合）

‐と 『

③ 被疑者国選ﾁｪｯｸ表
（請求の有無にかかわらず全件作成する｡）

④被疑者国達請求書
（事前に請求書が提出されている場合)，

〃ロ、，

エ
－ ＝ 一

－
卜

ー卜W司

昨窯

１
１

ロ1

2



令和5年度当直事務等説明会用資料

8勾留質問の立会い7被疑者の呼出

■裁判官から被疑者呼出の指示があったら

､/勾留質問の順番を決める

￥

■被疑者の身柄が到着したという連絡が入る。

↓

■裁判官､通訳人とともに勾留責問室に入る。

↓

タンを押■入室後､部屋使用中ボタンを押し､ドアを施錠する。

↓

団:質問に沿って､勾留質問調審への記載､被疑者へ
の読み聞かせ､被疑者に署名指印をさせる｡

刀接見禁止の増合は謄本1通をその場で交付送達

ザ警察電話を使用して検察庁内の仮監に呼出
の依頼と順番を伝達する
※身柄を呼んでから裁判所に身柄が到着するまで15～3o

分程度を要する

ザ検察庁に電話し電通訳人に来庁してもらう

｜
’

ｰ

10勾留通知

・鱸篭嘉零書陸被疑者について希望通
(留意点）
し原則として被疑者が指定した被通知者本人へ通知する。
〆相手を確認するまで｢裁判所｣を名乗らない。
〉留守番電話i三は録音しない。
シ電話が不能の場合ば普通郵便を使用する。

Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

〆
証
〆
。
〃

・
〆

・〆

＞留守番電話'三は録音しない｡,
シ電話が不能の場合ば普通郵便を使用する｡ ‐ －
戸

〃栽箇の駆掘間違卿逗注錘与る星鼻 一
〉通知手続が完了したら勾留質問調書の下部に付寵し押印す
る。

iL一一一 一 一 一一

ー

Ｆ
１

‐Ｉ

ｌ

Ｉ
ｌ
ｌ
４

４
１
ト
ー

リ
ー
１
１
１
１

11 検察庁への引継ぎ
■勾留状､勾留質問調書､通訳人尋問調書、
接見等禁止決定謄本2通に押印漏れ等がな
いか点検する。

画

※

※接見禁止等請求書､接見禁止決定原本､送達報告書は引き継がない。
※ 被疑者国選の購求があった場合は､ステーブラーの針を外さずに勾留
状のコピーをとること。

11横

■勾留状､勾留質

12翌日の応援の要否の連絡
調書､通

翌日が休日になる日の日直員は､午後4時半

雑蕊譜鶚潅灘製冒及

一一 一一一一一一．_－ ‐ ﾛ

I

1

1
｣ ヒーー‐
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令和5年度当直事務等説明会用資料

■ 14－1勾留質問の付随手続

（被疑者国選の請求）

事前に国選弁護人選任の請求がなく､かつ、
勾留質問手続中に請求する旨の申告がなさ
れた場合

■1勾留質問室において､被疑者に同室に備え
付けの｢国選弁護人選任請求書･資力申告
書｣に記入してもらう。

■外国語版は､可能であれば事前に準備して
おく｡日本語版の請求書を利用して通訳人を
介して手続を実施してもよい。

手勾留
13 事後事 処理 選

■（日直2班の当直員において)｢休日の勾留請
求に関する調査引継票｣を作成し､当直日誌
に挟み込む。

いて）

■接見禁止関係の書類､通訳料請求書(通訳
人立会表添付)をクリアフアイルに入れ､刑事
担当者へ確実に引き継ぐ。

一

つ。

あ
ご_”‐ﾛーー

ノア

ぐ。者

ｰ

■■■■■■■

14－2勾留質問の付随手続
(当番弁護士の希望､私選弁護人の選任申出）

14－8勾留質問の付随手続
（要通訳事件）

質問2

件）

羽
。■当番共護士の希望又は私選弁護人の選任申出が

あった場合の処理

＞勾留質問調書の勾留通知先欄に記載する。

＞ﾁｴｯｸｼｰﾄに申出の有無をチェックし､その後の
処理をする当直員に確実に引き継ぐo

＞勾留質問調書のコピーをとる。

夢筒繍…辮雛霧して通知し、
房溺謹鰭雑藷蕊亨鰻し､調書のｺﾋｰと

■被疑事実の写しをあらかじめ交付する。■被疑事実の雲しを

刃通訳人立会表に実際に通訳した時間を記蕊する蝿訳料算定の基礎)。
■通訳料請求書の通訳料棡は空欄のままで引き継ぐ(裁判官の決裁印も不

要〉。

■通訳人には出入口の暗証番号は教えず､外まで案内すること。
一

■

ロ ヘーー 0－

選任申 ■通
要

ー

エック

■

ー

！

勾留質問の付随手続
(領事官通報）

14－4 勾留質問

（領事官通

ﾛ外国人の勾留請求の場合
→ウィーン条約締結国か確認

15勾留に代わる観謹措置勾

|請求の場合
約締結国か確認しておくこと

■被疑者が少年の場合､勾留ではなく勾留に代
わる観護措置が請求されることがある｡

※家庭裁判所志行う観凄鑑置とは異なる。
＞この場合は令状請求事件簿の『観護措置｣のところで受付番号をとる

の対象外〉。

＞裁判官の指示で観護措置に変 検察官に連絡

繍識織蝋燕し､予備的請求として観諮措潜
の場合で観護状を出した場合､
官の指示に従う｡)。

〉貿問手続は勾留質問と同じだが､調書は｢観謹措置調翌とな曇

凄観謹状､翻調罐鶴灘騨葵鐵驍鴎弁趣鵜蘋溌は
め)。

＞勾留との違い…①収容場所が少年鑑別所となるb②延長はない。
＞観護状への庁印の押捺は不要

勾
れタ 留

わる儲

>こ9鶴3
＞裁判官の指
し､予備的圃
の場合で観
＝ ＝ エヱ ー ロ.－

請求
'4騒巽鱸誘關瀦､jが鍾塞菅；謂綴､'が雷惑實縮鍔葬輪割#錦繍鑿

熱黙識謹舗所から適報する必要はなく、
gの場合は通詞ま必要的でないが要請された場合
騨無認識篝鰐鶴鶏通報を行

ｰ

>羅
診麗
〆二値

レウィ
ー 一

つ4－

※ 瀞

籠

篭層蕊躍雲
録繍議蕊
圏間条約で奉入が卑

鐘《謝常圏だ
同率官通報の要請の
画報の要請に関する

霧線;蕊礫

昔置に変える場合ば、

しなくても 報の必要力
〆

＞観謹状､観ヨ
ほ
め)。

＞勾留との違L
＞観護状への】

謹状､観謹昔置調書､観副
用紙墓は

)。
函L価身避l、ロ．ロ'了Ⅷ汀壼+理51

の有無を確認の有無を確認

諜篝篝雲篝撫
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令和5年度当直事務等説明会用資料

1参照する主なマニュアル等

■〈当直用>国選弁護人選任処理マニュアル

■ ＝雲""柵.遷，
■

'用

■被疑者国選手続見本記録

,■辞任届付弁瞳人選任届について

被疑者国選手続編者

千葉地裁刑事訟廷
画一一_‐■■■■いずれも庁内ホームページに掲戴｡

と．ユ

､

3－1勾留請求時の請求2選任請求

能
密 様の

鯏
勾留状発付後の請求
【あと出し舗求】’

木更津｡八日
市塙｡市川の
各簡裁から
の引継ぎ

(FAXで引き
継がれる）

【通椎の購求】
勾留購求時の
鯖求(本庁）

.湿語の胴永

圃留随求時6
【

4

各簡裁から
の引継ぎ

(FAXで引き
継がれる）

錆求の
態犠

１
１

勾留状発付が
木更津･八日
市場･市川の
各簡裁

勾留状発付が
千葉地裁･千
葉簡裁

|謹議|篝霊……’’
警察がまとめ
て持参 又は
被疑者が提出

警察がまとめ
て持参 又は
被疑者が提出

(各簡裁に
提出）

(各簡裁に
提出）

購求書の
提出方法

鯖求書の
提出方法

警察からFAX等で提出警察からFAX等で提出

一一

当

（千葉地裁

受け付け

る裁判所
名

(各簡裁で
受付済み）

当番裁判所
(千葉地裁 又は 千葉簡裁）

※その後の処理は請求書を受け付けた裁判所名で行う※その後の処理は請求書を受け付けた裁判所名で行う

■吾』

3－2勾留請求時の選任請求
（チェック表の準備）

3－3勾留請求時の選任請求
（選任請求書の受付）

求

選

■当日午前中までに留置管理職員がまとめて持参

■上訴申立書等記録簿(被疑者国選選任請求書用)に
登載(符号は｢<記)｣）

ザ帳簿は､地裁･簡裁の別あり
′事前提出がなく､勾留質問時に選任請求があった場合は､勾留
質問の場で購求書を記載させ､勾留質問終了後に帳簿に登就

■被疑者国選弁護人選任請求事悌ﾁｪｯｸ表を作成して
おく

ゾ 当日勾留請求予定の全件について作成しておく
J 簡裁はピンク色､地裁は青色のチェック表を使用

9
その後の処理は､選任請求書を受け付けた裁判所名で
行う
(処理未了で翌日に引き継がれた場合も同様）

1



令和5年度当直事務等説明会用資料

｜
’
3－5勾留請求時の選任請求
(勾留請求が来てからの処理）

3－4勾留請求時の選任請求
（選任請求書の審査）

と時の

てか喝来て

■ 画ﾁｪｯ募表に従い窓さらに審査する
′私選弁護人が選任されていないことを確麗｡ただし､辞任届付弁謹人選任
届が提出され老いる場合は､勾留畷が発付される驍郵舞任の効力が生
じ4国選評蔵人選任鯖象轡が提出されれぼ､国選弁膜入選任手続を進める
ことに魅る｡~‐ 三一

■各書面の印刷
・ﾌｧｸｼﾐu送信害一一~－－‐一
・指名通知依頼書
〈糖神障害の疑いがある場合は､裁判官の指示により､障害者刑
事弁護制度に関する連絡事項を肥戦）

口識ﾘ菅砿霊査
ゾ勾留関係書類･記録とともに､国選記録を裁判官にあげる
※勾留購求がなかった増合
チェック表にﾁｪｯｸし､当番裁判官に選任鯖求として受け付け
ないことについての押印をもらう

、､さらIﾁｪｯｸ表に従い時審査ずる
資力が50万円未満であることを確認

童力が50万円以上である塙合は､弁護士会からの不在｡不受
任通知があるか確認

い、

ザ
〃

公
巨
且
冨

増
し

た
ウ

ー

一三

’
3－7勾留請求時の選任請求

(法テラスへの指名通知依頼）

－7勾留請
§主テラスへび

3－6勾留請易

（勾留
求時の選任請求

3，質問） 名 知

勾留状が発付されたら

■勾留状のダブルチエック後､勾留状のコピーをとる
，勾留状のｺﾋｰは､ｽﾃｰｸﾗｰ針を外さずにとること

'灘瀦篤綴蕊評余白'二被疑者名を鉛筆で鯛入
■法予ﾗ承に電話連絡のL上､‘
・ﾌｧｸｼﾐﾘ送信書
・指名通知依頼書
.勾留状のｺﾋｰ
をF済X送信する→法ﾃﾗｽから受領書が送信される

予め請求書囚提出がなく気萱問陶皇請求蛾あっ毒場合
その場で購求書(当直室及び勾留質問室備付け)を記入させる

邸予め請求書の提出がなく、

■,予め請求書の提出鈎溺るが菅劉器蓋茜たさない場昔(資

繍蕊藷蕊鶏鰐欝謹人制職届

'鶏繍識識溌総闘稔漉溌愚垂i壜識裁
U予め請表書迩提出があるが､勾留請求を却下する場合
y当然には選任請求の効力がなくならないので､マニュアルを参照
して処理する

ヒーコ

1

1

1

3－9勾留請求時の選任請求
(選任通知書｡選任書の送付）

’3－8勾留請求時の選任請求
（選任手続）手

■'請求書を墨け付け潅裁判所名で選任する
′当番裁判官が受け付けた裁判所名で処理できない場合は､処
理できる裁判官を探すことになる

■指名通知が来たら､必ず即日選任する
口午後5時ま召三豊任命令を発する場合
談昼間の当番裁判官が選任する

■午後5時以陶塁選任命令を発する場合

6 誕霊=一二蝋慧繊
ゾ選任書､選任書写し1通､選任通知書､請書
' 上箙申立書等肥録簿(被疑者固選用)に結果を記戦する

だ裁判所名で 送付先(信湾X)※いずれも選任当日1章送付する
検察官※事前に電話連絡をする
被疑者(が留置されている警察署）※警察電話を使用
法テラス※事前の電話連絡不要

通知手続済みの付記
選任書写しに通知手続済みの付記をする

弁護人へ囮選隆書等の送付
弁護人に連絡し､(連絡がつかなくても)選任書原本･錆書を普
通郵便で発送する

■
ゾ

ず
ど

名通知

纈驍

■
ゾ

■
ぜ

－

2



令和5年度当直事務等説明会用資料

3-1 0勾留請求時の選任請求

（引継ぎ）

求
’ 4－1勾留状発付後の請求

木更津･八日勾留状発付後の購求
【あと出し購求】

木更津･八日

市増･市川の
各簡裁から
の引継ぎ

(FAXで引き
継がれる）

の

処理が終わったもの
引継書を作成して次の当直員を介して､刑事舩廷又は簡裁刑
事係に引き継ぐ

処理未了のもの
引継書を作成し､次の当直員に確実に引き継ぐ
固撰配録は､進行段階ごとに所定の場所に置く

【あと出し鯖求】 市増･市川の
各簡裁から
の引継ぎ

(FAXで引き
継がれる）

■
ゾ 【通常の請求】

勾留請求時の
請求(本庁）

【通常の請求】

勾留請求時の
請求(本庁）

購求の
態橡
購求の
態橡

’
勾留状発付が
木更津･八日
市場｡市川の
各簡垂

勾留状発付が
千葉地裁･千
葉簡鐘

■
ゾ

ゾ

■一

’’
警察がまとめ
て持参 又は
被疑者が提出

(各簡裁に
提出）

購求書の
提出方法

警察からFAX等で提出

|受け付け
る裁判所，

｜名 望

(各簡裁で
受付済み）

当番葱判所
(千葉地裁 又は 千葉簡裁）

※その後の処理は請求書を受け付けた裁判所名で行う

L 』

4－3勾留状発付後の選任請求
（あと出し請求）

4－2勾留状発付後の選任請求
（あと出し請求） あと

■選妊請求書の提出先
'松戸簡裁以外の管内裁判所(千葉地裁､千葉簡裁､木更津簡裁、
八日市場簡裁､市川簡裁)で勾留状を発付した被疑者のあと出
し請求は､本庁(千葉簡裁又は千葉地裁)に提出される

■警察からの選任請求書の提出
‘電話連絡(このときに､私選弁謹人がついていないことを確認す
る)後､勾留場所の警察から､請求書等がFAXされる
【提出書類】
・国選弁護人選任請求書･資力申告書
・勾留状写し
・資力が50万円以上の場合は､不在.不受任通知

㈲前に被疑者国選弁護人選任請求がないことの確認
，上誘申立書等記録簿(被疑者園選用)(地裁.簡裁)を参照

■選推請求書の受1寸・処理する裁判所名
ゾ勾留状の発付庁にかかわらず､請求書を受理した日の当番裁判
官の裁判所名(千葉簡裁又は千葉地裁)で受け付ける
8

その後の処理は､請求書を受け付けた裁判所名で行う
鐸趣

選イ

?繍露雛謡寒蹴…I鍵蕊鶏
銀勾惑錘溌蕊序以聯礒更溌ZW圓寵迩瑚11画慧箇謬り

三＝塞瀧戒.一一~~－－－－

ｐ
Ｏ
■

手書きで

ー

｜
'

木更津｡八日市場.T

島簡裁からの引継ぎ

市川 畷
●■

5－1オ

の各
5－2木更津･八日市場･市川
の各簡裁からの引継ぎ

ロノ’

ハ伝 |継
勾留状発付後の請求
【あと出し請求】

木更津･八日

市場｡市川の
各簡裁から
の引継ぎ
(FAXで引き
継がれる）

色各簡裁からの引継ぎ

′木更津･八日市場･市川の各簡裁で既に選任論求書が受け付
けられている
8

その後の処理が未了(選任まで至らない)のため､本庁にFAX
で引き継がれる

■処理する裁判所名
′請求書を受け付けた裁判所名(木更津.八日市場.市川の
名鯛で行う

ザ｜

→手書きで作成

’選任彌知書の書配官印は､盟め印を使用する

【通常の請求】

勾留請求時の
請求(本庁）

臆求の
勉様

勾留状発付が
木更津･八日
市場･市川の
各簡裁

lX等で提出

勾留状発付が

木更津･八日
市増･市川の
各簡裁

勾留状発付が

千葉地裁･千
葉簡裁

｜
’｜雷騨“

警察がまとめ
購求書の て持参 又は
提出方法

被疑者が提出

|愛響，
当番裁判所

る裁判所 （千葉地裁 又は 千夢

警察がまとめ
て持参 又は
被疑者が提出

(各簡裁に
提出）

購求香の
提出方法

警察からFAX等で提出

■函
受け付け
る裁判所
名

当番裁判所
(千葉地裁 又は 千葉簡裁）

※その後の処理は請求書を受け付けた裁判所名で行う
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令和5年度当直事務等説明会用資料

7－1処理上の留意点

(処理未了の引継ぎを受けたら）
7－1 処6援助私選弁護人から

被疑者国選弁護人への切替 ぎ

口樹こ次の点を確認
′請求の態様
・勾留請求時の請求(通常の請求）
。あと出し請求
・管内簡裁からの引継ぎ

‘進行状況
。法テラスへの指名通知依頼未了

→朝9時以降に法テラスに指名通知依頼をする
．法テラスからの指名通知待ち

→法テラスから指名通知が来たら選任手続をする
謬処理すべき裁判所名
・購求書を受け付けた裁判所

ゾ令状当番裁判官が処理可能かどうか

選経請求書の提出
私選弁蔑人が､直接持参する
捜査機関の受付印が押された弁護人辞任届の写しが添付され
る

勾留状発付前の提出の場合
勾留請求時の請求(通常の請求)の場合と同じ
指名通知依頼害の連絡事項柵に､切替の旨を肥戦する
勾留状発付後の提出の場合
あと出し請求の場合と同じ
勾留場所の警察から勾留状の写しをFAXで取り寄せる

難熱蕊懸駕灘毎繍鑿噂する

■
ｖ

ザ
■

ゾ
イ

、
ざ

ず
ヅ

ジ

■ 』

7－2処理上の留意点
(当番裁判官が処理できない場合）

2

■令状当番嵐剥官が処理できない場合
ゾ千葉簡裁名義で処理すべき場合に､当番裁判官が○印
′千葉地裁名義で処理すべき堀合に､当番裁判官が簡裁判事
′管内簡裁名義で処理すべき場合に､当番裁判官がO印
8

千葉地裁名義で処理すべき場合の第1順位は､在庁する刑事部
の裁判官｡千葉簡裁名義で処理すべき場合の第1順位は､在庁
する簡裁判事等｡各第2順位以降については､｢在庁時間外の令
状事務処理基準1(5)ア､イ､ウ｣を参照の上､処理を依頼する(同
処理基準1(5)ア､イは令状請求事件が対象であるが､ウ｢その他」
に被疑著園選弁鐘人選任事務が含まれる｡)。

ー

4
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｢－－

準

1準抗告とは

■裁判官がした裁判に対する不服申立て(刑訴
法429条）

■;捜査機関の処分等に対する不服申立て(刑
訴法430条）

準 抗 告 編

※裁判所がした決定に対する不服申立て

→抗告(刑訴法419条､420条等）千葉地裁刑事訟廷

ー

2－2準抗告の例
（弁護人申立て）

2－1準抗告の例

（検察官申立て）

■勾留に対する準抗告

図勾留延長に対する準抗告

■接見等禁止に対する準抗告

■第1回公判前の保釈請求却下に対する準抗告

■勾留請求却下に対する準抗告

■勾留延長請求却下に対する準抗告

団接見等禁止請求却下に対する準抗告

■第1回公判前の保釈許可に対する準抗告

対す

二対する準

Fに対する

画」

4準抗告申立の受理
■申立書が地裁宛てになっているか､何に対す
る準抗告かを確認する。

3準抗告事務の処理態勢

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

申立て時に裁判瀧薑艤黙繍繕
ついて｣に従って処理

驚糠駕澪鐵鵜鐸鶏蕊
,し付せん等に控える(ただし､午後10時以降
の申立ての場合は聴取不要)。

■休前日(金)の夜間及び休日

当番の裁判体が決まっている

画蕊誘鶉崇蕊灌議謝ﾃ鼬の■平日(月～木)の夜間
当番の裁判体が決まっている

1
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ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ

5 裁判官への連絡 6捜査記録の取寄せ 等

■弁護人申立ての場合は､当日判断であれば､検察

庁に電話し､捜査記録を取り寄せる(捜査記録の借
り受けの際に､申立書写しを送付する｡夜間に申立

てがあり､翌日判断であれば､当日.に捜査記録の
取寄せはせず､翌日の午前8時30分頃に雷検察庁
に電話し､記録を取り寄せることで可｡）

■:当日判断しない場合は､請求者(検察庁又は弁護
人)に当日判断しない旨連絡する。

書簡｢準抗
苛の取扱い
&廷からの

令和5年3月24日付け令状委員長言
告申立て時に裁判体に連絡する場合

について｣に従って行う(｢地裁刑事訟
、＝＆わ＝＝ ．＝ 8－ ← ロB ，

連絡事項｣内にあり｡）。

■

ー

Ｆ
ｌ
Ｉ
ｌ

8相手方への申立通知

■検察官からの準抗告の場合
・被疑者(被告人)に対しては、 を使用して留置

施設に通知する｡

．さらに､弁護人が付いていれば､弁護人に対し電話
で通知する。
・準抗告申立書に通知した旨を付記する。

7申立書の受付
■ ：立件処理をする(一般(む))･･

執行停止については､立件|ま不要

■申立書を4部コピーする(合議体用a通鳥担当書記官
用1通｡ただし､弁護人申立ての場合は､検察庁用
に1通追加)。

■表紙を印刷し､申立書と裏表紙を付けて記録を作成
する。

■相手方への通知(後述のとおり）

一殻（

については、寺

書を4

畳｡た7

型弁護人からの準抗告の場合
捜査記録を借り受ける際に､準抗告申立書写しを検
察庁に送付し､準抗告申立書に通知した旨を付記す
る。‐’１１，０１１－

■』

g執行停止申立ての処理 10第1回公判前の保釈に関する
準抗告の場合

10第1回公判前の保釈に関す
準抗告の場合■検察官からの準抗告の場合､執行停止の申立てが

同時になされる場合があるが､立件は不要

■執行停止の判断主体が決まったら､決定書を起案
し､判断してもらう裁判体に記録とともに持っていく。

■謄本2通を事件関係送付簿で検察庁へ送付する
（被疑者･弁護人への送達は不要)。

■:決定原本に決定謄本を検察庁へ送付した旨を付記
し､準抗告の記録に綴る℃

■保釈請求却下に対する弁護人からの準抗告
保釈許可に対する検察官からの準抗告

の場合､判断には捜査記録に加え､公判記録
も必要になる｡公判記録は今公判事件の係属
部書記官室に取りに行く(記録の保管場所は、
、ﾛ〃ニェ各面一一エガーーニ周一ローーー苧一肺孟~へ.』一一 、

■保釈請求却下に対する弁護人からの準抗告
保釈許可に対する検察官からの準抗告

の場合､判断には捜査記録に加え､公判記録
も必要になる｡公判記録は今公判事件の係属
部書記官室に取りに行く(記録の保管場所は、
当該部の主任書記官に電話で照会する｡)。

了停」
判断

、

今ロ

にI

2
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12決定謄本の作成 等11準抗告の判断に伴う処理

■日直の時間帯に判断が出ない場合もあるの

導製莞婁簔)義鯖雲製鶚薑雷
き継ぐ。

■合議体から決定書ができたとの連絡があった
ら､決定書を取りに行き､事件番号､被疑者
名などを適正手続確保の観点からﾁｪｯｸを
する。

■チェックが終わったら､合議体にその旨伝え、
決定原本をもらう。

に判断が出ない

■決定謄本4通(検察官用2通､弁護人用1通
（弁謹人の人数分)､被疑者用1通)､写し1
通(原裁判官用)を作成する。

■勾留延長に対する準抗告で延長の日数が変
更になった場合でも､勾留状に鉛筆､付簔等
で注意喚起する必要はない。

二ｺ』.b,ロ 、

､勾留リ

ー

｜
｜

I

送付 等14謄本の13勾留状の作成 等

勾留請求却下に対する検察官からの準抗告で、
勾留請求却下の裁判を取り消して勾留する場合
■勾留状を作成する。

（発付する庁が千葉地方裁判所であり,､裁判の主体が
裁判長裁判官Iこなるという点1ご注意）
刃勾留通知をする必要があるので､捜査記録中の勾留

質問調書を確認し､通知先の指定があれば､調書のコ
ピーをとっておく。

函勾留状を発付した場合､国選弁護人選任請求が出て
いれば､国選弁護人選任の処理をするので､勾留状を
コピーする。

～

■決定謄本2通､勾留状を発付していれば勾留状及び
捜査記録を事件関係送付簿で検察庁へ送付し､決定
謄本を送付した旨を決定原本に付記する。

■弁護人に結果を連絡し､決定謄本を当日取りに来ると
言えば､交付送達する(郵送の場合は刑訟へ引き継
ぐ）

函準抗告事件処理票を作成する。

刃残りの決定謄本(被疑者用)､決定書写し(原裁判官
用)､準抗告記録､準抗告事件処理票を刑訟へ引き継
ぐ。

■決定謄本2通､勾留状を発付し

深
捜
謄
弁
言
ぐ
準

田
■

函

刊

－

ｰ

15 勾留状発付に伴う処理

■ 勾留状を発付した場合､勾留通知先の指定があ
れば､調書のコピーを参照して勾留通知をする｡

勾留通知後､調書のコピーに通知の付記をし､同

コピーを準抗告記録に綴り込む。

■ 勾留状を発付した場合､国選弁護人選任手続を
する必要があるものは､速やかに処理をする(勾留
状発付が午後5時を過ぎているなどのため国選弁
護人選任の処理が翌日になる場合は､次の当直員
に引き継ぐ｡）。

※国選請求書書受け付けている裁判所名で処理す
ることに注意。

》かに処
、塁力･膳

L理が翌日になる場合は､次の当直員
◎

を受け付けている裁判所名で処理す

。‘
I
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